
青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課

青森県健康経営認定制度

要件の解説



＜前提要件について＞
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１ 県内に事業の拠点があり、県税の滞納がないこと。

本社所在地が県外であっても、県内に事業の拠点があり、申請日から過去３年以内に県税の滞納がな
いものを認定の対象とする。

２ 労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に重大悪質な違反をしていない
こと。

法令違反や労働災害の発生等の安全衛生上の課題がない事業所を認定の対象とするが、申請日から

過去３年以内に労働基準監督署による監査で是正勧告書による是正報告が求められた場合に、期限内に
是正報告書が提出されている事業所は要件を満たしているとみなす。

また、法人が経営する事業所もしくは常勤従業員が５人以上の個人が経営する事業所については、協会
けんぽに加入している事業所のみを認定の対象とする。

３ 暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有していないこと。

暴力団排除を推進するため、県民生活の安全と平穏の確保及び県経済の健全な発展に寄与する事業
所を認定の対象とする。

青森県健康経営認定制度前提要件

青森県健康経営認定制度は県の施策として行うものであるため、県内経済に貢献し、かつ公序良俗に反
しない事業所について認定の是非を検討することとし、以下の３点を事業所の前提要件として設定する。

基準適合を証する
添付資料 □ 過去３年間について上記要件に適合している旨の誓約書（様式２_別紙１）



＜認定要件について＞
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１ 経営理念

認 定 要 件 ① 事業主自身が健康診断を受診しており、かつ、健康宣言を行っていること。（必須要件）

設 置 趣 旨
事業主本人が主体的に健康管理の行動規範となるべきことから、事業主自身の健康診断の状況を確認する

とともに、事業主が従業員の健康管理を組織的に取り組む旨を文書等へ明文化することにより、従業員が事
業主の考えを理解し、組織の一員として取組への協力及び自身の健康管理に努めること評価する。

評 価 基 準

ⅰ 事業主が、申請日から過去１年以内に労働安全衛生法第６６条第１項に基づく一般定期健康診断の項目
以上について健康診断を受診していること。

※労働安全衛生法第６６条第１項に基づく一般定期健康診断の項目（労働安全衛生規則４４条第１項）
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査

ⅱ 協会けんぽ加入事業所については、申請日時点で協会けんぽに「健康宣言登録シート」を提出済である
こと。

ⅲ 協会けんぽ非加入事業所（従業員５人未満の個人経営事業所に限る）については、申請日時点で従業員
に健康宣言を周知していること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

□ 事業主の健診受診日、受診機関名を様式２（調書）に記載すること。
□ 協会けんぽ加入事業所については、協会けんぽに提出した「健康宣言登録シート」の写し。
□ 協会けんぽ非加入事業所については、従業員に健康宣言を周知した事実が分かるもの。（例：事業所入

口掲示板等に掲示した写真、自社のホームページに掲載した写し、社内文書等の写し等）
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２ 組織体制

認 定 要 件

② 産業医、衛生管理者等により健康管理の体制が構築されていることに加えて、認定の申請年度又はその前年度
に開催された青森県医師会健やか力推進センター（以下「健やか力推進センター」という。）の健康づくり担当者の
養成研修等を修了した者が健康づくり担当者として定められていること。（認定の更新の場合は、認定時に定められ
た健康づくり担当者が、認定の更新の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進センターの健康づくり
担当者更新研修を修了している場合を含む。）
ただし、常勤従業員５０人未満の事業所にあっては認定の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進
センターの健康づくり担当者の養成研修等を修了した者が健康づくり担当者として定められていればよい。（認定の
更新の場合は、認定時に定められた健康づくり担当者が、認定の更新の申請年度又はその前年度に開催された健
やか力推進センターの健康づくり担当者更新研修を修了している場合を含む。）（必須要件）

設 置 趣 旨
担当者を配置することにより、事業主や保険者等との連絡ルートが確立され、従業員の健康管理に組織的

に取り組める体制が構築されている事業所を評価する。

評 価 基 準

ⅰ 常勤従業員５０人以上の事業所については、産業医、衛生管理者が選任されていることに加えて、認定
の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進センターの健康づくり担当者の養成研修等を修了し
た者が、申請日時点で従業員の健康管理（健康診断や保健指導等の連絡窓口等の実務）を担当する者とし
て選任されていること。

ⅱ 常勤従業員５０人未満の事業所については、認定の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進セ
ンターの健康づくり担当者の養成研修等を受講した者が、申請日時点で従業員の健康管理を担当する者と
して選任されていればよいものとする。

ⅲ ⅰ及びⅱの場合においても、健やか力推進センターが「健康づくり担当者の養成研修」と同等程度と認
める研修を修了した者が、申請日時点で健康づくり担当者として定められている場合も認定の対象とする。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

□ 健やか力推進センター「健康づくり担当者の養成研修」の修了証の写し（健やか力推進センターが当該

研修と同等程度と認める研修の修了証の写しでも可）

□ 研修修了者が健康づくり担当者として定められている事実が確認できるもの（例：事務分担表又は事業

主の申立書等）

□ 労働基準監督署に提出した直近の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様

式」の写し（常勤従業員５０人未満の事業所については不要。）
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２ 組織体制

認 定 要 件 ③ 治療と仕事の両立支援のための環境が整えられていること。（選択要件）

設 置 趣 旨

疾病を抱えながら仕事を続ける者が増えている一方で、仕事を理由に治療を中断したり、病気休暇を利用せ
ず退職に至るケースが見られることから、厚生労働省が平成28年2月に公表（平成31年3月改訂）した「事業場
における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿った取組を行っている事業所を評価する。

なお、平成27年12月16日に施行された「青森県がん対策推進条例」、「改正がん対策基本法」においてもが
ん患者就労環境の整備が事業主の努力義務として求められている。

評 価 基 準

上記ガイドラインに基づいた以下の環境整備のいずれか１つ以上に申請日時点で取り組んでいること。
ⅰ 研修等による意識啓発
ⅱ 相談窓口の明確化
ⅲ 時間単位の休暇制度
ⅳ 時差出勤制度などの検討・導入
ⅴ 主治医とのやり取りに関する各種様式の整備

基準適合を証する
添 付 資 料 等

以下のうち、いずれか１つ以上を提出すること。

□ 研修等による意識啓発を目的とした研修等の開催の事実が分かるもの

□ 相談窓口の担当者について従業員に周知した社内文書等の写し

□ 時間単位の休暇制度について定められた就業規則の写し又は時間単位の休暇制度について従業員に周知し

た社内文書等の写し

□ 時差出勤制度について定められた就業規則の写し又は時差出勤制度について従業員に周知した社内文書等

の写し

□ 主治医とのやり取りに関して整備した各種様式の写し
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○平成２８年１２月６日「青森県がん対策推進条例」可決・成立、１６日公布・施行。

（事業者の責務）
第７条 事業者は、県が実施するがん対策の推進に関する施策に協力し、労働者に対するがん

検診の受診の勧奨その他の労働者の健康の保持増進の措置を講ずるよう努めなければならな
い。

２ 事業者は、労働者又はその家族ががんに罹患した場合には、がんに罹患した労働者が治療
を受け、若しくは療養し、又は労働者ががんに罹患した家族を看護し、若しくは介護するこ
とができるよう就労環境の整備に努めなければならない。

○平成２８年１２月９日「改正がん対策基本法」可決・成立、１６日公布・施行。

（事業主の責務）
第８条 事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共

団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。
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３ 制度・施策実行（従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討）

認 定 要 件
④ 全ての常勤従業員が労働安全衛生法第６６条第１項に定める一般定期健康診断を受けて

いること。 （選択要件）

設 置 趣 旨
各事業所の健康課題を把握し、必要な対策を講じるための前提として、従業員の定期健康診断の受診が徹底

されている事業所を評価する。

評 価 基 準

以下のいずれにも取り組んでいること。
ⅰ 長期の病気休職等やむを得ない理由がある者を除き、申請日から過去１年以内における一時点での従業員
の定期健康診断の受診率が９５％以上であること。

ⅱ 未受診者について、早期に受診するように何らかの働きかけを行っていること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

【常勤従業員５０人未満の事業所の場合】

□ 定期健康診断の結果について記載した「健康診断結果申告書」（様式２_別紙２）

□ 定期健康診断の未受診者に対して、早期受診の働きかけを行った事実が確認できるもの

【常勤従業員５０人以上の事業所の場合】

□ 定期健康診断の結果について労働基準監督署に提出した定期健康診断結果報告書の写し

□ 定期健康診断の未受診者に対して、早期受診の働きかけを行った事実が確認できるもの

9



３ 制度・施策実行（従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討）

認 定 要 件

⑤ 常勤従業員に対して別表２に掲げる厚生労働省が推奨する全てのがん検診の受診を勧奨し
ており、かつ当該がん検診について勤務時間内に受診できる体制となっていること。

（必須要件）

設 置 趣 旨

青森県はがんによる死亡率が極めて高いことを踏まえ、従業員ががん検診を受けやすい環境を整備している
事業所を評価する。
なお、がん検診の内容は厚生労働省が推奨する科学的根拠に基づく「５大がん」の検診に限定する。

評 価 基 準
以下のいずれにも取り組んでいること。

ⅰ 申請日から過去１年以内にがん検診の受診を直接または広報等を通じて従業員に働きかけていること。
ⅱ 申請日時点でがん検診に要する時間を出勤認定等の取り扱いとしていること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

□ がん検診の受診勧奨を行った事実が確認できるもの

□ がん検診を勤務時間内に受診できることが定められた就業規則の写しまたはその旨を従業員に周知した社

内文書等の写し
10

■都道府県別75歳未満年齢調整死亡率（2017年）　【2018.12.28国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」】

都道府県 値 都道府県 値 都道府県 値

第1位 長野県 64.1 長野県 78.0 滋賀県 44.7

第2位 滋賀県 64.9 福井県 79.6 奈良県 49.2

第3位 大分県 66.1 山梨県 80.3 富山県 50.0

第4位 福井県 67.1 三重県 82.2 徳島県 50.1

第5位 山形県 67.4 熊本県 84.4 香川県 50.1

第43位 大阪府 81.3 和歌山県 105.3 佐賀県 63.7

第44位 北海道 83.8 北海道 105.5 長崎県 63.7

第45位 鳥取県 84.1 鳥取県 107.4 鳥取県 65.8

第46位 秋田県 86.0 秋田県 110.9 北海道 66.1

第47位 青森県 88.9 青森県 115.0 青森県 66.4

順位
男女計 男 女

過去14年連続ワースト1位

↓ ↓



３ 制度・施策実行（従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討）

認 定 要 件
⑥ 常勤従業員に対して事業所が実施したがん検診の受診記録を保管しており、市町村の求め

があった場合に提供可能であること。 （選択要件）

設 置 趣 旨
青森県はがんによる死亡率が極めて高いことを踏まえ、市町村による住民のがん検診受診状況の把握を支援

する事業所を評価する。
なお、がん検診の内容は厚生労働省が推奨する科学的根拠に基づく「５大がん」の検診に限定する。

評 価 基 準

以下のいずれにも取り組んでいること。
ⅰ 申請日から過去１年以内に実施したがん検診の受診記録について、申請日時点で保管していること。
ⅱ 受診記録の提供に係る同意書を受診した従業員から徴した上で、当該従業員の住民票がある各市町村から

求めがあった場合に迅速に対応できるような状態であること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

□ 事業所が実施したがん検診の受診記録の写し

□ 事業所が実施したがん検診を受診した従業員が、受診記録を当該従業員の住民票がある市町村に提供する

ことについて同意した文書の写し
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種類

胃がん検診

子宮頸がん検診

肺がん検診

乳がん検診

大腸がん検診

■厚生労働省が推奨する科学的根拠に基づく「５大がん」検診
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（ 健発第0331058号 平成20年3月31日厚
生労働省健康局長通知 平成28年2月4日一部改正）において、市町村による科学的根拠に基づくがん
検診を推進

12

対象者

50歳以上の者
（胃部エックス線検査につ
いては、当分の間、40歳以
上の者を対象としても差し
支えない）

20歳以上の女性

40歳以上の者

40歳以上の女性

40歳以上の者

実施回数

原則２年に１回
（当分の間、胃部エッ
クス線検査を年1回
実施しても差し支え
ない）

２年に１回

年１回

２年に１回

年１回

検査項目

・問診
・胃部エックス線検査、
または胃内視鏡検査

・問診
・視診
・子宮頚部細胞診
・内診

・問診
・胸部エックス線検査
・喀痰細胞診

・問診
・マンモグラフィ

・問診
・便潜血検査



３ 制度・施策実行（健康経営の実現に向けた基礎的な土台づくり）

認 定 要 件
⑦ 常勤従業員を対象とした福利厚生事業として健康づくり（禁煙支援を除く。）に取り組ん

でいること （選択要件）

設 置 趣 旨
事業所全体の健康意識の底上げを図るため、福利厚生事業の一環として、従業員の健康づくりに資する取組

を行っている事業所を評価する。
なお、禁煙支援に対する取組状況については、別途要件を設ける。

評 価 基 準

申請日から過去１年以内に福利厚生事業として、以下のいずれか１つ以上に取り組んでいること。
ⅰ 食生活改善を促す取組（例：健康に配慮した仕出し弁当の利用促進、自動販売機の飲料の内容を低糖・無

糖・低カロリーのものに変更 等）
ⅱ 運動習慣の定着を促す取組（例：従業員全員によるラジオ体操やストレッチの実施、フィットネスクラブ

との法人契約、従業員間対抗歩数競争の実施 等）
ⅲ 健康をテーマとした研修等の開催
ⅳ 健康診断、がん検診、人間ドック等の受診費用の会社負担
ⅴ Ｂ型・Ｃ型肝炎ウィルス検査の受検機会の提供
ⅵ その他事業所独自の取組で県が健康づくりに資すると認める取組

基準適合を証する
添 付 資 料 等

以下のうち、いずれか１つ以上を提出すること。

□ 食生活改善を促す取組に係る制度や仕組みが整備されている事実が確認できるもの

□ 運動習慣の定着を促す取組に係る制度や仕組みが整備されている事実が確認できるもの

□ 健康をテーマとした研修等の開催の事実が確認できるもの

□ 健康診断（協会けんぽの生活習慣病予防健診等）、がん検診、人間ドック等の自己負担費用について事業

所が助成している制度や仕組みが整備されている事実又は費用を事業所が助成した事実が確認できるもの

□ 健康診断の項目にＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査が（オプション等として）含まれていることが確認できる

もの

□ 上記以外の事業所独自の健康づくりに資する取組がある場合は、取組内容が確認できるもの
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件
⑧ 常勤従業員に対して健康診断やがん検診後の事後措置や、保健指導を受ける機会を提供し

ていること。 （選択要件）

設 置 趣 旨
生活習慣の改善等を促すための保険者による特定保健指導、がん検診後の再検査について、従業員が受診し

やすい環境を整えている事業所を評価する。

評 価 基 準

以下のいずれか１つ以上に取り組んでいること。
ⅰ 従業員が健康診断及びがん検診後の再検査等の事後措置に取組みやすくするため、申請日時点で受診時間

の就業時間認定又は特別休暇等認定を行っていること。
ⅱ 保険者による特定保健指導の実施を促すため、申請日時点で指導時間の就業時間認定又は特別休暇等認定

を行っていること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

以下のうち、いずれか１つ以上を提出すること。

□ 健康診断及びがん検診後の再検査等について、受診時間の就業時間認定又は特別休暇等認定を行っている

ことが定められた就業規則の写し又はその旨を従業員に周知した社内文書等の写し

□ 特定保健指導の受診について、受診時間の就業時間認定又は特別休暇等認定を行っていることが定められ

た就業規則の写し又はその旨を従業員に周知した社内文書等の写し
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件
⑨ 受動喫煙防止対策を実施しており、空気クリーン施設の認証を受けていること。

（必須要件）

設 置 趣 旨
喫煙及び受動喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病等の様々な疾患の原因となることが科学的根拠により明ら

かとなっていること、青森県がん対策推進条例で事業者は労働者の受動喫煙を防止するため対策を講ずること
を配慮しなければならないとされたことを踏まえ、建物内禁煙を実施している事業所を評価する。

評 価 基 準

以下のうち、いずれかに取り組んでいること。
ⅰ 青森県が定めた「空気クリーン施設（受動喫煙防止対策実施施設）」・「空気クリーン車（受動喫煙防止

対策実施車両）」推進事業実施要領に基づき、申請日時点で空気クリーン施設（施設内禁煙施設）の認証を
受けていること。

ⅱ 受動喫煙防止対策として施設内禁煙を実施としているが、申請日時点で空気クリーン施設の認証を受けて
いない場合は、別途空気クリーン施設の届出書を提出すること。
なお、届出内容に不備があった場合は、当該基準の適合は認められない。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

【空気クリーン施設の認証を受けている場合】

□ 空気クリーン施設の適合証（「空気クリーン施設」ステッカー）の交付を受けた日を様式２（調書）に記

載すること。

【申請日時点で空気クリーン施設の認証を受けていない場合】

□ 空気クリーン施設の届出書を提出した日を様式２（調書）に記載すること。
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件 ⑩ 常勤従業員に対してメンタルヘルス対策が行われていること。（選択要件）

設 置 趣 旨 メンタルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体制を整えている事業所を評価する。

評 価 基 準

青森労働局「メンタルヘルス対策に係る推進計画（2018年度（平成30年度）～2022年度）」で、事業場に求
められている以下の取組のうち４つ以上を、申請日から過去１年以内に実施していること。
ⅰ 衛生委員会等での調査審議の徹底
ⅱ  ストレスチェックの実施制度の履行確保
ⅲ 事業場における実態の把握
ⅳ 「心の健康づくり計画」の策定
ⅴ 事業場内体制の整備
ⅵ 教育研修の実施
ⅶ 職場環境等の把握と改善
ⅷ 相談窓口の設置
ⅸ 職場復帰支援
ⅹ 長時間労働者等に対する面接指導等の実施の徹底

基準適合を証する
添 付 資 料 等

以下のうち、いずれか４つ以上を提出すること。
□ メンタルヘルス対策を審議する衛生委員会等の開催の事実が確認できるもの
□ ストレスチェックの実施体制及び実施状況が確認できるもの
□ 事業場における心の健康問題に係る実態を把握している事実が確認できるもの
□ 「心の健康づくり計画」の写し
□ 事業場内体制の整備としてメンタルヘルス推進担当者等が配置されている事実が確認できるもの
□ 教育研修の実施としてメンタルヘルスに関する研修等の開催の事実が確認できるもの
□ 労働者又は管理監督者からの意見のほか、ストレスチェック結果等から職場環境等を把握し、必要な改

善を図ったことが確認できるもの
□ 相談窓口の担当者について、従業員に周知した社内文書等の写し
□ 「職場復帰支援プログラム」の写し
□ 長時間労働者等に対する面接指導等の実施までの手順が確認できるもの
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青森労働局「メンタルヘルス対策に係る推進計画（2018年度（平成30年度）～2022年度）」の概要

１ 基本方針

事業場のメンタルヘルス対策を推進するため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成18年健康保持増進の
ための指針公示第3号。）に基づく取組と併せ、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接
指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成27年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1
号）に基づくストレスチェック制度の履行確保を指導するとともに、青森産業保健総合支援センター等の事業場外資源の積
極的な利用勧奨を図るものとする。

２ 期 間 2018年度（平成30年度）から2022年度までの5年間

３ 対 象 労働者を使用するすべての事業場

４ 目 標 本推進計画の期間の最終年度において、労働者数30人以上の事業場におけるメンタルヘルス対策取組率を
80％以上とする。

５ 労働局及び労働基準監督署の実施事項

（１）事業場に対する指導等の実施 ア 経営トップに対する指導等
イ 監督指導、個別指導、集団指導等の実施
ウ 衛生管理等特別指導事業場に対する指導の実施

（２）関係団体等との連携

（３）支援事業の活用等 ア 支援事業の活用促進
イ 青森産業保健総合支援センターとの連携

（４）関係行政機関との連携

６ 事業場におけるメンタルヘルス対策の具体的推進事項

（１）衛生委員会等での調査審議の徹底 （２）ストレスチェック制度の履行確保
（３）事業場における実態の把握 （４）「心の健康づくり計画」の策定
（５）事業場内体制の整備 （６）教育研修の実施
（７）職場環境等の把握と改善 （８）相談窓口の設置
（９）職場復帰支援 （10）長時間労働者等に対する面接指導等の実施の徹底
（11）個人情報の保護 （12）不利益な取扱いの防止



３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件 ⑪ 常勤従業員に対して禁煙支援を実施していること。（選択要件）

設 置 趣 旨

青森県の喫煙率は全国的に極めて高いことを踏まえて、禁煙に取り組む従業員を職員をサポートする事業所
を評価する。

青森県男性喫煙率36.5%（全国ワースト２位）
青森県女性喫煙率12.2%（全国ワースト２位）出典：H28国民生活基礎調査

評 価 基 準

以下のうち、いずれかに取り組んでいること。
ⅰ 申請日から過去１年以内に禁煙治療費の自己負担費用の助成を行っていること。
ⅱ 禁煙治療費の助成を行っていない場合は、申請日から過去１年以内に以下のうち２つ以上に取り組んでい
ること。
・従業員を対象とした禁煙セミナーの開催
・行政等が主催する喫煙、受動喫煙に関する研修会への参加
・事業所独自の禁煙支援の取組（禁煙マラソン、禁煙グッズ購入費用の助成、）

基準適合を証する
添 付 資 料 等

【禁煙治療費の助成を行っている場合】

□ 禁煙治療費について事業所が助成している事実が確認できるもの

【禁煙治療費の助成以外の支援を行っている場合】

以下のうち、２つ以上を提出すること。

□ 禁煙セミナーの開催の事実が確認できるもの

□ 県や市町村が開催する禁煙又は受動喫煙防止をテーマとした研修会等に参加した事実が確認できるもの

□ 事業所独自の禁煙支援の取組内容が確認できるもの
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件 ⑫ 常勤従業員に対して歯・口腔の健康に関する取組を行っていること。（選択要件）

設 置 趣 旨

青森県の歯・口腔の健康状態が全国的にも悪いことを踏まえて、歯・口腔ケアに取り組む事業所を評価する。

青森県の40代で進行した歯周炎を有する者の割合66.7%
青森県の40歳で喪失歯のない者の割合77.8%           出典：H28青森県歯科疾患実態調査

評 価 基 準

ⅰ 協会けんぽ加入事業所については、協会けんぽが実施する「歯科健診事業」を申請日から過去１年以内に
利用していること。

ⅱ 協会けんぽ非加入事業所については、申請日から過去１年以内に事業所として従業員に歯科健診を受診さ
せていること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

【協会けんぽ加入事業所の場合】

□ 「歯科健診事業」の利用実績が分かるもの

【協会けんぽに加入していない事業所の場合】

□ 歯科健診票の写し等
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件
⑬ 事業所において、常勤従業員の血圧測定及び体重測定が定期的に行われていること。

（選択要件）

設 置 趣 旨
従業員自身の健康意識の向上を図るため、血圧、体重の測定を週1回以上日常的に取り入れている事業所を

評価する。

評 価 基 準
特定健診の対象となる４０歳以上の従業員について、申請日から過去１年以内に定時に事業所内で、血圧測

定、体重測定を実施し、各自に管理させていること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

□ 血圧測定、体重測定の実施について従業員に周知した社内文書等の写し

□ 従業員が各自管理している血圧測定、体重測定の記録の写し（個人名は消すこと。）
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４ 評価・改善

認 定 要 件 ⑭ ４０歳以上の常勤従業員の健康診断の受診結果を把握していること。（必須要件）

設 置 趣 旨
結果に応じた適切な保健指導の実施を促すため、４０歳以上の従業員の健康診断の受診結果を事業主等が把

握している事業所を評価する。

評 価 基 準
申請日から過去１年以内に実施された４０歳以上の常勤従業員の健康診断の受診結果について、記録管理し

ていること。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

□ ４０歳以上の常勤従業員の健康診断の受診結果記録の写し（個人名等は消すこと。）
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５ 法令遵守・リスクマネジメント

認 定 要 件
⑮ 労働保険料及び社会保険料を完納していること。ただし、社会保険料については適用除外

に該当する場合を除く。 （必須要件）

設 置 趣 旨
事業所は労働者を1人でも雇っていれば労働保険（労災保険分及び雇用保険分）と社会保険（健康保険分及

び厚生年金保険分）に加入し、事業主として保険料の負担をしなければならないことから、その納付義務を確
実に果たしている事業所を評価する。

評 価 基 準
所定の期間において、労働保険料と社会保険料を完納していること。
ただし社会保険料については、個人事業者で常勤従業員が５人未満で適用除外に該当する場合は除く。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

ⅰ 労働保険料について
【労働保険事務組合に加入している場合】
□ 申請日の属する年度の前年度分（１年分）の労働保険事務組合の納入通知書の写し
【労働保険事務組合に加入していない場合】
□ 申請日の属する年度の前年度分（１年分）の概算・確定労働保険料申告書の写し（労働局発行のもの）

ⅱ 社会保険料について
【健康保険組合に加入している場合】
□ 健康保険組合が発行する申請日の直前１２か月分（注１）の健康保険料の納付証明書の写し及び年金事務

所が発行する申請日の直前１２か月分の厚生年金保険の納入確認書の写し
【健康保険組合に加入していない場合】

以下のうち、いずれか１つを提出すること。
□ 本社所在地を所管する年金事務所が発行する申請日の直前１２か月分の社会保険料の納入確認書の写し
□ 申請日の直前１２か月分の社会保険料の領収書（納入告知額・領収済額通知書）の写し
【適用除外を受けている場合】
□ 社会保険の適用を受けないことの申立書（様式２_別紙３）
（注１）
直前１２か月分とは、申請日の属する月の直前の月末を納期限とするものを最終月とする連続した１２か月分のこと。
ただし、最終月の「納入告知額・領収済額通知書」が未着の場合や、納付直後のため社会保険料の納入確認書の証明が得られ

ない場合は、最終月の前月までの連続した１２か月分の確認資料を提出すること。
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